
山梨県後期高齢者医療広域連合告示第４号 

 

 地方自治法第２４３条の３第１項及び山梨県後期高齢者医療広域連合

「財政事情」の作成及び公表に関する条例に基づき、平成２５年１０月１

日から平成２６年３月３１日までの本広域連合の財政事情を次のように公

表します。 

 

  平成２６年６月１日 

 

山梨県後期高齢者医療広域連合長 石井 由己雄   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



山梨県後期高齢者医療広域連合の財政状況 

 

 平成 25 年度予算の平成 26 年 3 月 31 日現在における一般会計及び特別

会計の執行状況を次のとおりお知らせします。 

 なお、歳入の収入済額及び歳出の支出済額は、平成 26 年 4 月 1 日から 5

月 31 日までの出納整理期間における収入額及び支出額を含む決算とは異

なります。      

 

 

1．平成 25 年度歳入歳出予算の執行状況 

 

（1）一般会計 

 

歳入 （単位：円）

区  分 予算現額（Ａ） 収入済額（Ｂ） 収入率（Ｂ/Ａ）

分担金及び負担金 454,927,000 454,926,952 100.00%

国庫支出金 347,000 327,090 94.26%

県支出金 347,000 327,090 94.26%

財産収入 550,000 334,190 60.76%

繰入金 1,000 0 0.00%

繰越金 17,962,000 17,962,667 100.00%

諸収入 2,000 117,169 5858.45%

合　　計 474,136,000 473,995,158 99.97%

    

歳出 （単位：円）

区  分 予算現額（Ａ） 支出済額（Ｂ） 執行率（Ｂ/Ａ）

議会費 1,230,000 57,385 4.67%

総務費 166,971,000 133,543,294 79.98%

民生費 294,019,000 654,180 0.22%

諸支出金 9,533,000 9,317,190 97.74%

予備費 2,383,000 0 0.00%

合　　計 474,136,000 143,572,049 30.28%



 

（2）後期高齢者医療特別会計 

 

歳入 （単位：円）

区  分 予算現額（Ａ） 収入済額（Ｂ） 収入率（Ｂ/Ａ）

市町村支出金 14,911,102,000 13,370,183,229 89.67%

国庫支出金 30,864,177,000 29,480,157,718 95.52%

県支出金 7,802,896,000 7,401,365,634 94.85%

支払基金交付金 37,990,814,000 33,992,019,308 89.47%

特別高額医療費共同事業交付金 4,510,000 10,819,846 239.91%

財産収入 500,000 475,305 95.06%

繰入金 1,416,565,000 343,654,180 24.26%

繰越金 1,451,757,000 1,451,757,656 100.00%

県財政安定化基金借入金 1,000 0 0.00%

諸収入 104,005,000 144,384,312 138.82%

合　　計 94,546,327,000 86,194,817,188 91.17%

   

歳出 （単位：円）

区  分 予算現額（Ａ） 支出済額（Ｂ） 執行率（Ｂ/Ａ）

総務費 317,250,000 262,215,454 82.65%

保険給付費 93,066,683,000 82,536,675,841 88.69%

県財政安定化基金拠出金 84,340,000 84,340,000 100.00%

特別高額医療費共同事業拠出金 9,080,000 6,650,274 73.24%

保健事業費 92,952,000 50,000 0.05%

基金積立金 4,430,000 475,305 10.73%

公債費 1,000,000 0 0.00%

諸支出金 968,592,000 872,854,993 90.12%

予備費 2,000,000 0 0.00%

合　　計 94,546,327,000 83,763,261,867 88.59%

 

  



2．平成 25 年度広域連合における各組織市町村の負担金の概要 

 

（1）一般会計

（単位：円） （単位：人）

市町村名 負担金（共通経費） 負担金（追加設備） 総人口 後期高齢者人口

1 甲府市 95,361,000 55,488 195,020 27,035

2 富士吉田市 25,054,000 136,116 51,496 6,363

3 都留市 16,732,000 31,883 4,269

4 山梨市 20,698,000 37,298 5,796

5 大月市 16,601,000 27,537 4,779

6 韮崎市 15,910,000 136,116 31,363 3,872

7 南アルプス市 33,733,000 136,116 73,261 8,371

8 北杜市 27,719,000 48,937 8,222

9 甲斐市 30,743,000 74,373 6,522

10 笛吹市 34,775,000 136,116 71,783 9,162

11 上野原市 14,555,000 25,872 3,840

12 甲州市 19,931,000 55,656 34,513 5,734

13 中央市 14,208,000 31,327 2,909

14 市川三郷町 11,433,000 86,400 17,355 3,210

15 早川町 2,681,000 1,221 404

16 身延町 11,414,000 14,308 3,609

17 南部町 7,090,000 27,828 8,883 1,880

18 富士川町 10,446,000 16,435 2,773

19 昭和町 8,586,000 18,515 1,436

20 道志村 2,696,000 1,903 321

21 西桂町 3,772,000 4,681 559

22 忍野村 5,114,000 9,166 719

23 山中湖村 4,241,000 136,116 5,906 661

24 鳴沢村 3,109,000 3,185 383

25 富士河口湖町 13,048,000 26,306 2,925

26 小菅村 2,190,000 758 187

27 丹波山村 2,181,000 632 199

合計 454,021,000 905,952 863,917 116,140

  

  



 

※均等割 10％、人口割 45％、後期高齢者人口割 45％で算定しています。 

※人口は、平成 25 年 3 月 31 日現在の住民基本台帳により仮算定してい

ます。なお、後期高齢者人口は、75 歳以上です。 

※追加設備は、基準設備を超えて広域電算システム機器を設置した市町

村が負担するものです。 

  



（2）後期高齢者医療特別会計 

 

（単位：円）

市町村名 保険料負担金 療養給付費負担金 基盤安定負担金

1 甲府市 1,656,104,790 1,759,107,807 394,540,534

2 富士吉田市 266,393,590 372,266,685 109,330,385

3 都留市 200,475,990 229,551,827 66,059,729

4 山梨市 267,003,950 379,277,672 90,343,709

5 大月市 217,437,790 271,780,338 73,056,520

6 韮崎市 178,626,604 236,173,393 63,295,062

7 南アルプス市 359,873,160 491,490,814 129,573,622

8 北杜市 351,361,080 456,766,148 133,052,359

9 甲斐市 379,876,610 413,747,824 92,647,503

10 笛吹市 438,046,430 606,737,226 136,259,018

11 上野原市 193,814,700 197,466,373 56,580,259

12 甲州市 272,131,300 350,949,325 82,207,374

13 中央市 144,304,610 172,495,192 44,128,535

14 市川三郷町 129,913,560 188,568,416 53,665,846

15 早川町 16,423,240 26,346,443 7,478,448

16 身延町 145,880,310 218,723,045 60,171,396

17 南部町 83,586,310 110,924,044 27,557,723

18 富士川町 120,063,550 154,119,344 44,289,530

19 昭和町 105,751,240 77,755,307 20,196,303

20 道志村 15,598,390 17,260,497 4,354,769

21 西桂町 19,426,510 34,600,000 9,616,659

22 忍野村 28,791,750 45,574,751 11,637,840

23 山中湖村 47,511,790 36,400,000 7,384,565

24 鳴沢村 16,108,725 19,664,043 6,379,915

25 富士河口湖町 132,262,800 181,295,355 44,724,565

26 小菅村 5,170,000 11,522,022 3,719,202

27 丹波山村 5,992,020 9,286,241 4,147,165

合計 5,797,930,799 7,069,850,132 1,776,398,535

 

 

 



3．財産、地方債及び一時借入金の現在高 

 

○広域連合の所有する財産の現在高 

・基金 

財政調整基金            42,754,419 円 

後期高齢者医療制度臨時特例基金  501,204,150 円 

後期高齢者医療給付基金      1,192,795,557 円 

 

○一時借入金及び地方債の借入状況 

・一時借入金 

平成 25 年 10 月１日から平成 26 年 3 月 31 日までの間に一時借入

金はありません。 

・地方債（広域連合債） 

平成 26 年 3 月 31 日現在で地方債の借入はありません。 

 

 


